
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 M-SQUARE 2Ｆ 

 

ご参加頂きたい方 

ＡＩ・ビックデータの活用の法律実務 

 
２０１８年 ３月 ２６日（月） １３：００～１７：００ 

ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー弁護士 大井哲也氏 

１．人口知能（ＡＩ）の開発と利用に伴う責任 

（１）人工知能（ＡＩ）と最新のビジネス動向 

（２）人工知能（ＡＩ）と機械学習 

（３）人工知能（ＡＩ）の開発者責任（製造物責任・不法行為責任） 

（４）人工知能(ＡＩ)を活用したサービス提供者の責任 

（５）人工知能(ＡＩ)を活用したサービスと業法の問題 

 

２．ビッグデータの利活用 

（１）ビッグデータ活用と最新のビジネス動向 

（２）ビッグデータ取扱いに対する法規制（改正個人情報保護法・GDPR・ビッグデータ規制） 

（３）ビッグデータそのものに対する管理権（データベース著作権・不正競争防止法・不法行為） 

 
※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合があります。 

～事業者が留意すべき規制と法的リスクを解説～ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

【開催にあたって】 

自動運転カー、コミュニケーションロボット、顔画像認識をはじめとする先端的なビジネス

においては、ビッグデータ解析と人工知能（ＡＩ）技術の融合がなされております。すなわち、

ヘルスケア、放送・通信分野、金融（Ｆｉｎｔｅｃ）分野、スマートフォン・アプリ・ネット広告分野

において、ビッグデータの活用がビジネスの必須の要件となっており、また、ビッグデータ解

析には、ＡＩの利用を欠くことはできません。 

本セミナーでは、最新のビジネス動向をにらみつつ、ＡＩやビッグデータを活用する事業者

が留意すべき規制と法的リスクを解説します。 

 

主クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ／コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セ
キュリティの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証機
関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構（CUPA）法律アドバイザー、経済産業省の
情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する。WEB:www.tetsuyaoi.com 
 

172984-0303  AI・ビックデータの活用の法律実務 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

税込・資料代含 

 

法務部門、知的財産部門、情報システム部門等の関連部門のご担当者 


